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コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1
3
2
0
0
1
0

処分場を設置する場
合は､､河川管理者の
同意を必要とし、流域
住民への事前説明を
義務付け

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第８条第３
項～第６項、
第１５条第３
項～第６項

最終処分場の設置を許可
する際には、生活環境の
影響に係る調査の結果の
告示・縦覧及び利害関係
者等からの意見聴取を義
務づけているところ。

Ｄ

　廃棄物処理法において、最終処分場を設置する際、施設設
置者に対し生活環境の影響に係る調査を行い、その結果を公
告・縦覧し、利害関係者等から意見聴取を行うことを義務づけ
ているところである。なお、これに加えて、地域住民への事前
説明については、各地方公共団体で条例や要綱等に基づき
事前説明等を指導しているケースが多いと聞いている。

Ｄ Ｄ

1
0
1
1
0
2
1

土石流危険渓流や地滑り危険箇
所内に処分場を設置する場合は､
廃棄物処理法･河川法を改正し､
河川管理者の同意を必要とし、流
域住民への事前説明を義務づけ
る｡

土石流危険渓流や地滑り危険地域に最終処分場を
設置する場合は、巨大地震発生を想定し､耐震性の
調査を義務づけるとともに、河川管理者の同意を必
要とする。地域住民への事前説明を義務づける。

周桑・いのち
の樹

国土交通省
環境省

1
3
2
0
0
2
0

浄化槽法第１１条検査
内容の簡素化

浄化槽法第
１１条

浄化槽法において、浄化
槽管理者は、毎年一回、
指定検査機関の行う検査
を受けなければならない
とされている。

Ｃ

　浄化槽法第１１条に規定される設置後等の検査（１１条検
査）は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化
槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために行
うもので、毎年一回定期的に実施されるものである。
　検査項目には、消毒の実施状況等重要な項目であって、ＢＯ
Ｄと関連性のない項目もあるため、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の
検査）のみをもって、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認することは
不可能であり、また、ＢＯＤと比較的関連性のある項目であっ
ても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も考慮して、他の
検査項目や維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う
必要がある。
　したがって、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の検査）のみをもって１
１条検査を実施するのは不可能であることから、簡素化するこ
とは適切ではない。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　保守点検項目と１１条検査の外観検査項目
は多くの項目で重複しています。保守点検で
外観検査項目が確認されているので、１１条検
査は水質だけを検査し、しかもＢＯＤを計って
基準値を超えた浄化槽だけ、再度、全項目の
検査を行うようにする。
　ＢＯＤとしているのは、浄化槽の処理性能に
基づく排水基準のことで、浄化槽が正常な機
能を発揮するような使用状態、または維持管
理を行えば、基準値内の排水が放流されるよ
うに、設計され認定をされているので、水質の
検査だけ行うようにすれば、設置者の負担削
減につながり、受検率の向上にもなる。

Ｃ

　１１条検査は、第三者である指定検査機関によって、浄
化槽の保守点検及び清掃作業自身が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するも
のであり、保守点検で代用できるものではない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をすべ
て判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高い
項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も
考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や維
持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　保守点検及び清掃は浄化槽法の技術上の
基準に従って、国家資格を有する浄化槽管理
士が行っています。国家資格ではない浄化槽
検査員が行う１１条検査の検査項目と多くの項
目で重複しています。浄化槽管理士が実施し
ている点検項目と重複して浄化槽検査員が検
査する必要はない。
　よって、ＢＯＤ等の検査で引っかかったものだ
け再検査をするように簡素化をすれば、設置
者の負担削減になり、１１条検査の受検率向
上にも繋がる。
　最後に、重複項目が多くて、設置者の負担が
大きい検査は、設置者の理解が得られない。
もっと設置者本位の検査にするべきです。

Ｃ

　１１条検査は、浄化槽管理士等が行う浄化槽の保守点
検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に
維持されているか否かを確認するために、第三者である
指定検査機関によって行われるものであり、浄化槽管理
士が国家資格であるか否か等は関係ない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をす
べて判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高
い項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等
も考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や
維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要が
ある。

1
0
1
6
0
3
0

現行法で規定されている１１条検
査の内容を香春町ＰＦＩ事業に限
り、検査項目を放流水のＢＯＤ検
査だけに簡素化する。また、窒素
および燐の除去型浄化槽の場合
は、窒素、燐およびＢＯＤ検査だけ
に簡素化する。

　１１条検査は、「浄化槽が適正に管理され、正常に
機能しているか」について年１回検査するのが目的で
す。しかし、１１条検査の「浄化槽法定検査判定ガイ
ドラインに基づく外観検査項目」は、浄化槽維持管理
業者が行う「浄化槽維持管理ガイドライン」の点検項
目に類似している内容です。また、検査項目より点検
項目の方が多く、最低年３回は定期点検を行ってい
る。
　よって、同じ項目を点検および検査をしなくても、Ｂ
ＯＤのみ（窒素および燐の除去型浄化槽は窒素、燐
およびＢＯＤ）の水質検査項目を１１条検査として指
定検査機関が検査をすれば、検査費のコスト削減に
つながり、１１条検査の受検率の向上にもなる。

株式会社香
春町浄化槽
整備事業

環境省

1
3
2
0
0
2
0

浄化槽法第１１条検査
内容の簡素化

浄化槽法第
１１条

浄化槽法において、浄化
槽管理者は、毎年一回、
指定検査機関の行う検査
を受けなければならない
とされている。

Ｃ

　浄化槽法第１１条に規定される設置後等の検査（１１条検
査）は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化
槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために行
うもので、毎年一回定期的に実施されるものである。
　検査項目には、消毒の実施状況等重要な項目であって、ＢＯ
Ｄと関連性のない項目もあるため、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の
検査）のみをもって、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認することは
不可能であり、また、ＢＯＤと比較的関連性のある項目であっ
ても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も考慮して、他の
検査項目や維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う
必要がある。
　したがって、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の検査）のみをもって１
１条検査を実施するのは不可能であることから、簡素化するこ
とは適切ではない。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　保守点検項目と１１条検査の外観検査項目
は多くの項目で重複しています。保守点検で
外観検査項目が確認されているので、１１条検
査は水質だけを検査し、しかもＢＯＤを計って
基準値を超えた浄化槽だけ、再度、全項目の
検査を行うようにする。
　ＢＯＤとしているのは、浄化槽の処理性能に
基づく排水基準のことで、浄化槽が正常な機
能を発揮するような使用状態、または維持管
理を行えば、基準値内の排水が放流されるよ
うに、設計され認定をされているので、水質の
検査だけ行うようにすれば、設置者の負担削
減につながり、受検率の向上にもなる。

Ｃ

　１１条検査は、第三者である指定検査機関によって、浄
化槽の保守点検及び清掃作業自身が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するも
のであり、保守点検で代用できるものではない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をすべ
て判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高い
項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も
考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や維
持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　保守点検及び清掃は浄化槽法の技術上の
基準に従って、国家資格を有する浄化槽管理
士が行っています。国家資格ではない浄化槽
検査員が行う１１条検査の検査項目と多くの項
目で重複しています。浄化槽管理士が実施し
ている点検項目と重複して浄化槽検査員が検
査する必要はない。
　よって、ＢＯＤ等の検査で引っかかったものだ
け再検査をするように簡素化をすれば、設置
者の負担削減になり、１１条検査の受検率向
上にも繋がる。
　最後に、重複項目が多くて、設置者の負担が
大きい検査は、設置者の理解が得られない。
もっと設置者本位の検査にするべきです。

Ｃ

　１１条検査は、浄化槽管理士等が行う浄化槽の保守点
検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に
維持されているか否かを確認するために、第三者である
指定検査機関によって行われるものであり、浄化槽管理
士が国家資格であるか否か等は関係ない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をす
べて判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高
い項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等
も考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や
維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要が
ある。

2
0
0
9
0
1
0

　現行法で規定されている１１条
検査の検査項目を放流水のＢＯＤ
検査だけに簡素化する。また、窒
素および燐の除去型浄化槽の場
合は、窒素、燐およびＢＯＤ検査
だけに簡素化する。

有限会社
嘉穂衛生

環境省

1
3
2
0
0
2
0

浄化槽法第１１条検査
内容の簡素化

浄化槽法第
１１条

浄化槽法において、浄化
槽管理者は、毎年一回、
指定検査機関の行う検査
を受けなければならない
とされている。

Ｃ

　浄化槽法第１１条に規定される設置後等の検査（１１条検
査）は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化
槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために行
うもので、毎年一回定期的に実施されるものである。
　検査項目には、消毒の実施状況等重要な項目であって、ＢＯ
Ｄと関連性のない項目もあるため、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の
検査）のみをもって、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認することは
不可能であり、また、ＢＯＤと比較的関連性のある項目であっ
ても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も考慮して、他の
検査項目や維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う
必要がある。
　したがって、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の検査）のみをもって１
１条検査を実施するのは不可能であることから、簡素化するこ
とは適切ではない。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　保守点検項目と１１条検査の外観検査項目
は多くの項目で重複しています。保守点検で
外観検査項目が確認されているので、１１条検
査は水質だけを検査し、しかもＢＯＤを計って
基準値を超えた浄化槽だけ、再度、全項目の
検査を行うようにする。
　ＢＯＤとしているのは、浄化槽の処理性能に
基づく排水基準のことで、浄化槽が正常な機
能を発揮するような使用状態、または維持管
理を行えば、基準値内の排水が放流されるよ
うに、設計され認定をされているので、水質の
検査だけ行うようにすれば、設置者の負担削
減につながり、受検率の向上にもなる。

Ｃ

　１１条検査は、第三者である指定検査機関によって、浄
化槽の保守点検及び清掃作業自身が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するも
のであり、保守点検で代用できるものではない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をすべ
て判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高い
項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も
考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や維
持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　保守点検及び清掃は浄化槽法の技術上の
基準に従って、国家資格を有する浄化槽管理
士が行っています。国家資格ではない浄化槽
検査員が行う１１条検査の検査項目と多くの項
目で重複しています。浄化槽管理士が実施し
ている点検項目と重複して浄化槽検査員が検
査する必要はない。
　よって、ＢＯＤ等の検査で引っかかったものだ
け再検査をするように簡素化をすれば、設置
者の負担削減になり、１１条検査の受検率向
上にも繋がる。
　最後に、重複項目が多くて、設置者の負担が
大きい検査は、設置者の理解が得られない。
もっと設置者本位の検査にするべきです。

Ｃ

　１１条検査は、浄化槽管理士等が行う浄化槽の保守点
検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に
維持されているか否かを確認するために、第三者である
指定検査機関によって行われるものであり、浄化槽管理
士が国家資格であるか否か等は関係ない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をす
べて判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高
い項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等
も考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や
維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要が
ある。

2
0
1
0
0
1
0

　現行法で規定されている１１条
検査の検査項目を放流水のＢＯＤ
検査だけに簡素化する。また、窒
素および燐の除去型浄化槽の場
合は、窒素、燐およびＢＯＤ検査
だけに簡素化する。

有限会社
諫山環境開
発

環境省

1
3
2
0
0
2
0

浄化槽法第１１条検査
内容の簡素化

浄化槽法第
１１条

浄化槽法において、浄化
槽管理者は、毎年一回、
指定検査機関の行う検査
を受けなければならない
とされている。

Ｃ

　浄化槽法第１１条に規定される設置後等の検査（１１条検
査）は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化
槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために行
うもので、毎年一回定期的に実施されるものである。
　検査項目には、消毒の実施状況等重要な項目であって、ＢＯ
Ｄと関連性のない項目もあるため、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の
検査）のみをもって、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認することは
不可能であり、また、ＢＯＤと比較的関連性のある項目であっ
ても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も考慮して、他の
検査項目や維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う
必要がある。
　したがって、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の検査）のみをもって１
１条検査を実施するのは不可能であることから、簡素化するこ
とは適切ではない。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　保守点検項目と１１条検査の外観検査項目
は多くの項目で重複しています。保守点検で
外観検査項目が確認されているので、１１条検
査は水質だけを検査し、しかもＢＯＤを計って
基準値を超えた浄化槽だけ、再度、全項目の
検査を行うようにする。
　ＢＯＤとしているのは、浄化槽の処理性能に
基づく排水基準のことで、浄化槽が正常な機
能を発揮するような使用状態、または維持管
理を行えば、基準値内の排水が放流されるよ
うに、設計され認定をされているので、水質の
検査だけ行うようにすれば、設置者の負担削
減につながり、受検率の向上にもなる。

Ｃ

　１１条検査は、第三者である指定検査機関によって、浄
化槽の保守点検及び清掃作業自身が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するも
のであり、保守点検で代用できるものではない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をすべ
て判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高い
項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も
考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や維
持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　保守点検及び清掃は浄化槽法の技術上の
基準に従って、国家資格を有する浄化槽管理
士が行っています。国家資格ではない浄化槽
検査員が行う１１条検査の検査項目と多くの項
目で重複しています。浄化槽管理士が実施し
ている点検項目と重複して浄化槽検査員が検
査する必要はない。
　よって、ＢＯＤ等の検査で引っかかったものだ
け再検査をするように簡素化をすれば、設置
者の負担削減になり、１１条検査の受検率向
上にも繋がる。
　最後に、重複項目が多くて、設置者の負担が
大きい検査は、設置者の理解が得られない。
もっと設置者本位の検査にするべきです。

Ｃ

　１１条検査は、浄化槽管理士等が行う浄化槽の保守点
検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に
維持されているか否かを確認するために、第三者である
指定検査機関によって行われるものであり、浄化槽管理
士が国家資格であるか否か等は関係ない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をす
べて判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高
い項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等
も考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や
維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要が
ある。

2
0
1
1
0
1
0

　現行法で規定されている１１条
検査の検査項目を放流水のＢＯＤ
検査だけに簡素化する。また、窒
素および燐の除去型浄化槽の場
合は、窒素、燐およびＢＯＤ検査
だけに簡素化する。

福岡県環境
システム協
同組合

環境省

1
3
2
0
0
2
0

浄化槽法第１１条検査
内容の簡素化

浄化槽法第
１１条

浄化槽法において、浄化
槽管理者は、毎年一回、
指定検査機関の行う検査
を受けなければならない
とされている。

Ｃ

　浄化槽法第１１条に規定される設置後等の検査（１１条検
査）は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化
槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために行
うもので、毎年一回定期的に実施されるものである。
　検査項目には、消毒の実施状況等重要な項目であって、ＢＯ
Ｄと関連性のない項目もあるため、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の
検査）のみをもって、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認することは
不可能であり、また、ＢＯＤと比較的関連性のある項目であっ
ても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も考慮して、他の
検査項目や維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う
必要がある。
　したがって、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の検査）のみをもって１
１条検査を実施するのは不可能であることから、簡素化するこ
とは適切ではない。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　保守点検項目と１１条検査の外観検査項目
は多くの項目で重複しています。保守点検で
外観検査項目が確認されているので、１１条検
査は水質だけを検査し、しかもＢＯＤを計って
基準値を超えた浄化槽だけ、再度、全項目の
検査を行うようにする。
　ＢＯＤとしているのは、浄化槽の処理性能に
基づく排水基準のことで、浄化槽が正常な機
能を発揮するような使用状態、または維持管
理を行えば、基準値内の排水が放流されるよ
うに、設計され認定をされているので、水質の
検査だけ行うようにすれば、設置者の負担削
減につながり、受検率の向上にもなる。

Ｃ

　１１条検査は、第三者である指定検査機関によって、浄
化槽の保守点検及び清掃作業自身が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するも
のであり、保守点検で代用できるものではない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をすべ
て判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高い
項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も
考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や維
持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　保守点検及び清掃は浄化槽法の技術上の
基準に従って、国家資格を有する浄化槽管理
士が行っています。国家資格ではない浄化槽
検査員が行う１１条検査の検査項目と多くの項
目で重複しています。浄化槽管理士が実施し
ている点検項目と重複して浄化槽検査員が検
査する必要はない。
　よって、ＢＯＤ等の検査で引っかかったものだ
け再検査をするように簡素化をすれば、設置
者の負担削減になり、１１条検査の受検率向
上にも繋がる。
　最後に、重複項目が多くて、設置者の負担が
大きい検査は、設置者の理解が得られない。
もっと設置者本位の検査にするべきです。

Ｃ

　１１条検査は、浄化槽管理士等が行う浄化槽の保守点
検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に
維持されているか否かを確認するために、第三者である
指定検査機関によって行われるものであり、浄化槽管理
士が国家資格であるか否か等は関係ない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をす
べて判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高
い項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等
も考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や
維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要が
ある。

2
0
1
2
0
1
0

　現行法で規定されている１１条
検査の検査項目を放流水のＢＯＤ
検査だけに簡素化する。また、窒
素および燐の除去型浄化槽の場
合は、窒素、燐およびＢＯＤ検査
だけに簡素化する。

特定非営利
活動法人
福岡県浄化
槽水質検査
協会

環境省

1
3
2
0
0
2
0

浄化槽法第１１条検査
内容の簡素化

浄化槽法第
１１条

浄化槽法において、浄化
槽管理者は、毎年一回、
指定検査機関の行う検査
を受けなければならない
とされている。

Ｃ

　浄化槽法第１１条に規定される設置後等の検査（１１条検
査）は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化
槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために行
うもので、毎年一回定期的に実施されるものである。
　検査項目には、消毒の実施状況等重要な項目であって、ＢＯ
Ｄと関連性のない項目もあるため、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の
検査）のみをもって、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認することは
不可能であり、また、ＢＯＤと比較的関連性のある項目であっ
ても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も考慮して、他の
検査項目や維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う
必要がある。
　したがって、ＢＯＤ検査（及び窒素・燐の検査）のみをもって１
１条検査を実施するのは不可能であることから、簡素化するこ
とは適切ではない。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　保守点検項目と１１条検査の外観検査項目
は多くの項目で重複しています。保守点検で
外観検査項目が確認されているので、１１条検
査は水質だけを検査し、しかもＢＯＤを計って
基準値を超えた浄化槽だけ、再度、全項目の
検査を行うようにする。
　ＢＯＤとしているのは、浄化槽の処理性能に
基づく排水基準のことで、浄化槽が正常な機
能を発揮するような使用状態、または維持管
理を行えば、基準値内の排水が放流されるよ
うに、設計され認定をされているので、水質の
検査だけ行うようにすれば、設置者の負担削
減につながり、受検率の向上にもなる。

Ｃ

　１１条検査は、第三者である指定検査機関によって、浄
化槽の保守点検及び清掃作業自身が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するも
のであり、保守点検で代用できるものではない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をすべ
て判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高い
項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等も
考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や維
持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　保守点検及び清掃は浄化槽法の技術上の
基準に従って、国家資格を有する浄化槽管理
士が行っています。国家資格ではない浄化槽
検査員が行う１１条検査の検査項目と多くの項
目で重複しています。浄化槽管理士が実施し
ている点検項目と重複して浄化槽検査員が検
査する必要はない。
　よって、ＢＯＤ等の検査で引っかかったものだ
け再検査をするように簡素化をすれば、設置
者の負担削減になり、１１条検査の受検率向
上にも繋がる。
　最後に、重複項目が多くて、設置者の負担が
大きい検査は、設置者の理解が得られない。
もっと設置者本位の検査にするべきです。

Ｃ

　１１条検査は、浄化槽管理士等が行う浄化槽の保守点
検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に
維持されているか否かを確認するために、第三者である
指定検査機関によって行われるものであり、浄化槽管理
士が国家資格であるか否か等は関係ない。
　また、検査項目には、公衆衛生上重要な消毒の実施状
況、維持管理の状況等原理的にＢＯＤと関連性がない項
目もあるため、ＢＯＤ測定結果のみで浄化槽の状態をす
べて判断することはできない。ＢＯＤと比較的関連性の高
い項目であっても、ＢＯＤ検査がスポット検査であること等
も考慮して、保守点検と重複があっても他の検査項目や
維持管理状況等も含めて総合的にチェックを行う必要が
ある。

2
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1
0

　現行法で規定されている１１条
検査の検査項目を放流水のＢＯＤ
検査だけに簡素化する。また、窒
素および燐の除去型浄化槽の場
合は、窒素、燐およびＢＯＤ検査
だけに簡素化する。

有限会社
田村環境開
発工業

環境省

1　/　5



13 環境省 非予算（特区・地域再生 再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1
3
2
0
0
3
0

浄化槽設置工事検査
の強化

浄化槽法第
７条

浄化槽法において、新た
に設置され、又はその構
造若しくは規模の変更を
された浄化槽について
は、その使用開始後三月
を経過した日から五月間
に、浄化槽管理者は指定
検査機関の行う検査を受
けなければならないとされ
ている。

Ｃ

　浄化槽法第７条に規定される設置後等の検査（７条検査）
は、微生物の活動を利用する浄化槽の機能は、実際に使用を
開始された後でなければ確認できないことにかんがみ、その
機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理機能を有
するか否かに着目し、設置の状況を中心として検査し、早期に
その欠陥を是正することを目的として実施するものである。
よって、浄化槽設置工事期間中に別の検査制度を導入したと
しても、浄化槽が正常に機能しているかの判断はできず、７条
検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断する
ために行う浄化槽法第１１条に規定される定期検査（１１条検
査）とは、検査の目的、内容、実施時期等が異なっており、７条
検査を１１条検査で代替することは不可能である。したがって、
７条検査を廃止し、１１条検査で代替することは適切ではな
い。
　なお、新たに設置される浄化槽の構造については、建築基
準法に基づき確認検査が行われている。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　浄化槽の構造の確認検査ではなく、浄化槽
の設置工事に対する検査のことです。例えば、
基礎工事の鉄筋を２重にするところを１重しか
していない、基礎の厚みが薄く数年経ってから
浄化槽が傾いたり、陥没し、流入・放流配管が
逆勾配になるなど、正常な機能を発揮できず
に放流されている浄化槽があります。
　浄化槽の設置工事に対する検査は、どこが
責任を持って実施しているのか不明確なの
で、設置工事に対する検査制度を導入し強化
することで上記のような問題はなくなると思う。

Ｃ

　微生物の活動等を利用する浄化槽の機能は、実際に使
用を開始された後でなければ確認できないことにかんが
み、７条検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断す
るために行う１１条検査とは、検査の目的、内容、実施時
期等が異なっており、７条検査を１１条検査で代替すること
は不可能であることから、７条検査を廃止し１１条検査で代
替することは適切ではない。
　なお、本件については、国土交通省からも別途回答があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　新築の建物に浄化槽を設置するときは、建築
基準法が適用されますが、既存の建物の時
は、浄化槽法が適用されます。どちらの場合
も、設置工事の検査は現在行われていませ
ん。
　設置工事が不備なため、浄化槽の正常な機
能が発揮できず、公共用水域等の水質の保全
ができないことを環境省としてどう考えていま
すか。
　また、流入・放流管と浄化槽本体を合わせて
一つの浄化槽施設だと考えています。さらに浄
化槽法は、工事から維持管理まで一括した法
律と捉えています。浄化槽法で、流入・放流管
等を含む設置工事の検査（新築・既存の建物
を含む）を行うように法整備をするべきではな
いでしょうか。

Ｃ
　浄化槽の放流水の水質は、浄化槽法第７条に基づく設
置後等の検査で確認するものとされている。
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浄化槽設置工事検査の強化を図
るため、現行の浄化槽法７条検査
を廃止し、浄化槽設置工事期間中
に別の検査制度を導入し、現行の
浄化槽法７条検査を浄化槽法第１
１条検査で代用にする。

浄化槽設置工事検査の強化に当たり、

①７条検査を廃止し、浄化槽設置工事に対する検査
制度を導入し、強化を図る。

②浄化槽法第７条検査（以下、７条検査と称す）を、
浄化槽法１１条検査（以下、１１条検査と称す）で代用
する。

株式会社香
春町浄化槽
整備事業

環境省
国土交通省
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浄化槽設置工事検査
の強化

浄化槽法第
７条

浄化槽法において、新た
に設置され、又はその構
造若しくは規模の変更を
された浄化槽について
は、その使用開始後三月
を経過した日から五月間
に、浄化槽管理者は指定
検査機関の行う検査を受
けなければならないとされ
ている。

Ｃ

　浄化槽法第７条に規定される設置後等の検査（７条検査）
は、微生物の活動を利用する浄化槽の機能は、実際に使用を
開始された後でなければ確認できないことにかんがみ、その
機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理機能を有
するか否かに着目し、設置の状況を中心として検査し、早期に
その欠陥を是正することを目的として実施するものである。
よって、浄化槽設置工事期間中に別の検査制度を導入したと
しても、浄化槽が正常に機能しているかの判断はできず、７条
検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断する
ために行う浄化槽法第１１条に規定される定期検査（１１条検
査）とは、検査の目的、内容、実施時期等が異なっており、７条
検査を１１条検査で代替することは不可能である。したがって、
７条検査を廃止し、１１条検査で代替することは適切ではな
い。
　なお、新たに設置される浄化槽の構造については、建築基
準法に基づき確認検査が行われている。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　浄化槽の構造の確認検査ではなく、浄化槽
の設置工事に対する検査のことです。例えば、
基礎工事の鉄筋を２重にするところを１重しか
していない、基礎の厚みが薄く数年経ってから
浄化槽が傾いたり、陥没し、流入・放流配管が
逆勾配になるなど、正常な機能を発揮できず
に放流されている浄化槽があります。
　浄化槽の設置工事に対する検査は、どこが
責任を持って実施しているのか不明確なの
で、設置工事に対する検査制度を導入し強化
することで上記のような問題はなくなると思う。

Ｃ

　微生物の活動等を利用する浄化槽の機能は、実際に使
用を開始された後でなければ確認できないことにかんが
み、７条検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断す
るために行う１１条検査とは、検査の目的、内容、実施時
期等が異なっており、７条検査を１１条検査で代替すること
は不可能であることから、７条検査を廃止し１１条検査で代
替することは適切ではない。
　なお、本件については、国土交通省からも別途回答があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　新築の建物に浄化槽を設置するときは、建築
基準法が適用されますが、既存の建物の時
は、浄化槽法が適用されます。どちらの場合
も、設置工事の検査は現在行われていませ
ん。
　設置工事が不備なため、浄化槽の正常な機
能が発揮できず、公共用水域等の水質の保全
ができないことを環境省としてどう考えていま
すか。
　また、流入・放流管と浄化槽本体を合わせて
一つの浄化槽施設だと考えています。さらに浄
化槽法は、工事から維持管理まで一括した法
律と捉えています。浄化槽法で、流入・放流管
等を含む設置工事の検査（新築・既存の建物
を含む）を行うように法整備をするべきではな
いでしょうか。

Ｃ
　浄化槽の放流水の水質は、浄化槽法第７条に基づく設
置後等の検査で確認するものとされている。
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　浄化槽設置工事検査の強化に
当たり、

①７条検査を廃止し、浄化槽設置
工事に対する検査制度を導入し、
強化を図る。

②浄化槽法第７条検査（以下、７
条検査と称す）を、浄化槽法１１条
検査（以下、１１条検査と称す）で
代用する。

有限会社
嘉穂衛生

環境省

1
3
2
0
0
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浄化槽設置工事検査
の強化

浄化槽法第
７条

浄化槽法において、新た
に設置され、又はその構
造若しくは規模の変更を
された浄化槽について
は、その使用開始後三月
を経過した日から五月間
に、浄化槽管理者は指定
検査機関の行う検査を受
けなければならないとされ
ている。

Ｃ

　浄化槽法第７条に規定される設置後等の検査（７条検査）
は、微生物の活動を利用する浄化槽の機能は、実際に使用を
開始された後でなければ確認できないことにかんがみ、その
機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理機能を有
するか否かに着目し、設置の状況を中心として検査し、早期に
その欠陥を是正することを目的として実施するものである。
よって、浄化槽設置工事期間中に別の検査制度を導入したと
しても、浄化槽が正常に機能しているかの判断はできず、７条
検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断する
ために行う浄化槽法第１１条に規定される定期検査（１１条検
査）とは、検査の目的、内容、実施時期等が異なっており、７条
検査を１１条検査で代替することは不可能である。したがって、
７条検査を廃止し、１１条検査で代替することは適切ではな
い。
　なお、新たに設置される浄化槽の構造については、建築基
準法に基づき確認検査が行われている。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　浄化槽の構造の確認検査ではなく、浄化槽
の設置工事に対する検査のことです。例えば、
基礎工事の鉄筋を２重にするところを１重しか
していない、基礎の厚みが薄く数年経ってから
浄化槽が傾いたり、陥没し、流入・放流配管が
逆勾配になるなど、正常な機能を発揮できず
に放流されている浄化槽があります。
　浄化槽の設置工事に対する検査は、どこが
責任を持って実施しているのか不明確なの
で、設置工事に対する検査制度を導入し強化
することで上記のような問題はなくなると思う。

Ｃ

　微生物の活動等を利用する浄化槽の機能は、実際に使
用を開始された後でなければ確認できないことにかんが
み、７条検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断す
るために行う１１条検査とは、検査の目的、内容、実施時
期等が異なっており、７条検査を１１条検査で代替すること
は不可能であることから、７条検査を廃止し１１条検査で代
替することは適切ではない。
　なお、本件については、国土交通省からも別途回答があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　新築の建物に浄化槽を設置するときは、建築
基準法が適用されますが、既存の建物の時
は、浄化槽法が適用されます。どちらの場合
も、設置工事の検査は現在行われていませ
ん。
　設置工事が不備なため、浄化槽の正常な機
能が発揮できず、公共用水域等の水質の保全
ができないことを環境省としてどう考えていま
すか。
　また、流入・放流管と浄化槽本体を合わせて
一つの浄化槽施設だと考えています。さらに浄
化槽法は、工事から維持管理まで一括した法
律と捉えています。浄化槽法で、流入・放流管
等を含む設置工事の検査（新築・既存の建物
を含む）を行うように法整備をするべきではな
いでしょうか。

Ｃ
　浄化槽の放流水の水質は、浄化槽法第７条に基づく設
置後等の検査で確認するものとされている。
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　浄化槽設置工事検査の強化に
当たり、

①７条検査を廃止し、浄化槽設置
工事に対する検査制度を導入し、
強化を図る。

②浄化槽法第７条検査（以下、７
条検査と称す）を、浄化槽法１１条
検査（以下、１１条検査と称す）で
代用する。

有限会社
諫山環境開
発

環境省
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浄化槽設置工事検査
の強化

浄化槽法第
７条

浄化槽法において、新た
に設置され、又はその構
造若しくは規模の変更を
された浄化槽について
は、その使用開始後三月
を経過した日から五月間
に、浄化槽管理者は指定
検査機関の行う検査を受
けなければならないとされ
ている。

Ｃ

　浄化槽法第７条に規定される設置後等の検査（７条検査）
は、微生物の活動を利用する浄化槽の機能は、実際に使用を
開始された後でなければ確認できないことにかんがみ、その
機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理機能を有
するか否かに着目し、設置の状況を中心として検査し、早期に
その欠陥を是正することを目的として実施するものである。
よって、浄化槽設置工事期間中に別の検査制度を導入したと
しても、浄化槽が正常に機能しているかの判断はできず、７条
検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断する
ために行う浄化槽法第１１条に規定される定期検査（１１条検
査）とは、検査の目的、内容、実施時期等が異なっており、７条
検査を１１条検査で代替することは不可能である。したがって、
７条検査を廃止し、１１条検査で代替することは適切ではな
い。
　なお、新たに設置される浄化槽の構造については、建築基
準法に基づき確認検査が行われている。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　浄化槽の構造の確認検査ではなく、浄化槽
の設置工事に対する検査のことです。例えば、
基礎工事の鉄筋を２重にするところを１重しか
していない、基礎の厚みが薄く数年経ってから
浄化槽が傾いたり、陥没し、流入・放流配管が
逆勾配になるなど、正常な機能を発揮できず
に放流されている浄化槽があります。
　浄化槽の設置工事に対する検査は、どこが
責任を持って実施しているのか不明確なの
で、設置工事に対する検査制度を導入し強化
することで上記のような問題はなくなると思う。

Ｃ

　微生物の活動等を利用する浄化槽の機能は、実際に使
用を開始された後でなければ確認できないことにかんが
み、７条検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断す
るために行う１１条検査とは、検査の目的、内容、実施時
期等が異なっており、７条検査を１１条検査で代替すること
は不可能であることから、７条検査を廃止し１１条検査で代
替することは適切ではない。
　なお、本件については、国土交通省からも別途回答があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　新築の建物に浄化槽を設置するときは、建築
基準法が適用されますが、既存の建物の時
は、浄化槽法が適用されます。どちらの場合
も、設置工事の検査は現在行われていませ
ん。
　設置工事が不備なため、浄化槽の正常な機
能が発揮できず、公共用水域等の水質の保全
ができないことを環境省としてどう考えていま
すか。
　また、流入・放流管と浄化槽本体を合わせて
一つの浄化槽施設だと考えています。さらに浄
化槽法は、工事から維持管理まで一括した法
律と捉えています。浄化槽法で、流入・放流管
等を含む設置工事の検査（新築・既存の建物
を含む）を行うように法整備をするべきではな
いでしょうか。

Ｃ
　浄化槽の放流水の水質は、浄化槽法第７条に基づく設
置後等の検査で確認するものとされている。
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　浄化槽設置工事検査の強化に
当たり、

①７条検査を廃止し、浄化槽設置
工事に対する検査制度を導入し、
強化を図る。

②浄化槽法第７条検査（以下、７
条検査と称す）を、浄化槽法１１条
検査（以下、１１条検査と称す）で
代用する。

福岡県環境
システム協
同組合

環境省

1
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2
0
0
3
0

浄化槽設置工事検査
の強化

浄化槽法第
７条

浄化槽法において、新た
に設置され、又はその構
造若しくは規模の変更を
された浄化槽について
は、その使用開始後三月
を経過した日から五月間
に、浄化槽管理者は指定
検査機関の行う検査を受
けなければならないとされ
ている。

Ｃ

　浄化槽法第７条に規定される設置後等の検査（７条検査）
は、微生物の活動を利用する浄化槽の機能は、実際に使用を
開始された後でなければ確認できないことにかんがみ、その
機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理機能を有
するか否かに着目し、設置の状況を中心として検査し、早期に
その欠陥を是正することを目的として実施するものである。
よって、浄化槽設置工事期間中に別の検査制度を導入したと
しても、浄化槽が正常に機能しているかの判断はできず、７条
検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断する
ために行う浄化槽法第１１条に規定される定期検査（１１条検
査）とは、検査の目的、内容、実施時期等が異なっており、７条
検査を１１条検査で代替することは不可能である。したがって、
７条検査を廃止し、１１条検査で代替することは適切ではな
い。
　なお、新たに設置される浄化槽の構造については、建築基
準法に基づき確認検査が行われている。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　浄化槽の構造の確認検査ではなく、浄化槽
の設置工事に対する検査のことです。例えば、
基礎工事の鉄筋を２重にするところを１重しか
していない、基礎の厚みが薄く数年経ってから
浄化槽が傾いたり、陥没し、流入・放流配管が
逆勾配になるなど、正常な機能を発揮できず
に放流されている浄化槽があります。
　浄化槽の設置工事に対する検査は、どこが
責任を持って実施しているのか不明確なの
で、設置工事に対する検査制度を導入し強化
することで上記のような問題はなくなると思う。

Ｃ

　微生物の活動等を利用する浄化槽の機能は、実際に使
用を開始された後でなければ確認できないことにかんが
み、７条検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断す
るために行う１１条検査とは、検査の目的、内容、実施時
期等が異なっており、７条検査を１１条検査で代替すること
は不可能であることから、７条検査を廃止し１１条検査で代
替することは適切ではない。
　なお、本件については、国土交通省からも別途回答があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　新築の建物に浄化槽を設置するときは、建築
基準法が適用されますが、既存の建物の時
は、浄化槽法が適用されます。どちらの場合
も、設置工事の検査は現在行われていませ
ん。
　設置工事が不備なため、浄化槽の正常な機
能が発揮できず、公共用水域等の水質の保全
ができないことを環境省としてどう考えていま
すか。
　また、流入・放流管と浄化槽本体を合わせて
一つの浄化槽施設だと考えています。さらに浄
化槽法は、工事から維持管理まで一括した法
律と捉えています。浄化槽法で、流入・放流管
等を含む設置工事の検査（新築・既存の建物
を含む）を行うように法整備をするべきではな
いでしょうか。

Ｃ
　浄化槽の放流水の水質は、浄化槽法第７条に基づく設
置後等の検査で確認するものとされている。

2
0
0
7
0
1
0

　浄化槽設置工事検査の強化に
当たり、

①７条検査を廃止し、浄化槽設置
工事に対する検査制度を導入し、
強化を図る。

②浄化槽法第７条検査（以下、７
条検査と称す）を、浄化槽法１１条
検査（以下、１１条検査と称す）で
代用する。

特定非営利
活動法人
福岡県浄化
槽水質検査
協会

環境省

1
3
2
0
0
3
0

浄化槽設置工事検査
の強化

浄化槽法第
７条

浄化槽法において、新た
に設置され、又はその構
造若しくは規模の変更を
された浄化槽について
は、その使用開始後三月
を経過した日から五月間
に、浄化槽管理者は指定
検査機関の行う検査を受
けなければならないとされ
ている。

Ｃ

　浄化槽法第７条に規定される設置後等の検査（７条検査）
は、微生物の活動を利用する浄化槽の機能は、実際に使用を
開始された後でなければ確認できないことにかんがみ、その
機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理機能を有
するか否かに着目し、設置の状況を中心として検査し、早期に
その欠陥を是正することを目的として実施するものである。
よって、浄化槽設置工事期間中に別の検査制度を導入したと
しても、浄化槽が正常に機能しているかの判断はできず、７条
検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断する
ために行う浄化槽法第１１条に規定される定期検査（１１条検
査）とは、検査の目的、内容、実施時期等が異なっており、７条
検査を１１条検査で代替することは不可能である。したがって、
７条検査を廃止し、１１条検査で代替することは適切ではな
い。
　なお、新たに設置される浄化槽の構造については、建築基
準法に基づき確認検査が行われている。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　浄化槽の構造の確認検査ではなく、浄化槽
の設置工事に対する検査のことです。例えば、
基礎工事の鉄筋を２重にするところを１重しか
していない、基礎の厚みが薄く数年経ってから
浄化槽が傾いたり、陥没し、流入・放流配管が
逆勾配になるなど、正常な機能を発揮できず
に放流されている浄化槽があります。
　浄化槽の設置工事に対する検査は、どこが
責任を持って実施しているのか不明確なの
で、設置工事に対する検査制度を導入し強化
することで上記のような問題はなくなると思う。

Ｃ

　微生物の活動等を利用する浄化槽の機能は、実際に使
用を開始された後でなければ確認できないことにかんが
み、７条検査を廃止することは適切ではない。
　また、７条検査と保守点検及び清掃の実施状況を判断す
るために行う１１条検査とは、検査の目的、内容、実施時
期等が異なっており、７条検査を１１条検査で代替すること
は不可能であることから、７条検査を廃止し１１条検査で代
替することは適切ではない。
　なお、本件については、国土交通省からも別途回答があ
る。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　新築の建物に浄化槽を設置するときは、建築
基準法が適用されますが、既存の建物の時
は、浄化槽法が適用されます。どちらの場合
も、設置工事の検査は現在行われていませ
ん。
　設置工事が不備なため、浄化槽の正常な機
能が発揮できず、公共用水域等の水質の保全
ができないことを環境省としてどう考えていま
すか。
　また、流入・放流管と浄化槽本体を合わせて
一つの浄化槽施設だと考えています。さらに浄
化槽法は、工事から維持管理まで一括した法
律と捉えています。浄化槽法で、流入・放流管
等を含む設置工事の検査（新築・既存の建物
を含む）を行うように法整備をするべきではな
いでしょうか。

Ｃ
　浄化槽の放流水の水質は、浄化槽法第７条に基づく設
置後等の検査で確認するものとされている。

2
0
0
8
0
1
0

　浄化槽設置工事検査の強化に
当たり、

①７条検査を廃止し、浄化槽設置
工事に対する検査制度を導入し、
強化を図る。

②浄化槽法第７条検査（以下、７
条検査と称す）を、浄化槽法１１条
検査（以下、１１条検査と称す）で
代用する。

有限会社
田村環境開
発工業

環境省

1
3
2
0
0
4
0

ＰＦＩ事業の浄化槽整
備について

浄化槽市町
村整備推進
事業（民間資
金活用型社
会資本整備
事業）国庫補
助金交付要
綱

浄化槽市町村整備推進
事業において、ＰＦＩ事業
が認められている。

Ｄ
　市町村設置型の１０１人以上の基数の整備については、現
行制度において認めている。

　貴省回答では現行制度
において認めているとの
ことであるが、具体的な
根拠や手続き等はどのよ
うになっているか。また、
実施主体等に対する周
知はどのようになされて
いるのか、右提案主体か
らの意見を踏まえ回答さ
れたい。

　浄化槽市町村整備推進事業費（民間資金活
用型社会資本整備事業）国庫補助金交付要
綱を確認する限り、１０１人槽以上の設置が可
能なのか、不明瞭なので具体的に表記してい
ただきたい。

Ｄ

　浄化槽市町村整備推進事業費（民間資金活用型社会資
本整備事業）国庫補助金交付要綱の１６に基づき、特別の
事情により、要綱に定める算定方法及び手続きによること
ができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けて
その定めるところによるものとしており、１０１人以上の基
数の整備も可能である。
　なお、特別承認に係る申請手続きについては、市町村が
特別承認を求める理由、国庫補助基準額の設定及び設計
書等を作成・添付し、都道府県を経由して環境省に提出す
ることとしている。

Ｄ

1
0
1
6
0
5
0

香春町ＰＦＩ事業に限り、市町村設
置型で１０１人槽以上の浄化槽設
置を行う。

　現在、香春町ではＰＦＩ事業で浄化槽整備を行って
いますが、制度上、効果的・効率的な事業ができない
ので、町の裁量により、１０１人槽以上の浄化槽を、
市町村設置型で整備を行う。

株式会社香
春町浄化槽
整備事業

環境省

2　/　5



13 環境省 非予算（特区・地域再生 再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1
3
2
0
0
5
0

①使用済み農業用マ
ルチビニールシートを
「再生利用認定制度
対象品目」とする。
②使用済み農業用マ
ルチビニールシートの
排出に関わる「産業廃
棄物管理票」の交わし
業務の省略（あるいは
簡略）

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第１４条第
１項及び第６
項

産業廃棄物のリサイクル
についても、廃棄物処理
法に則り、リサイクルを行
う必要がある。

Ｄ

　ご提案の内容については、必要な業の許可を取得して頂け
れば実施可能なものと認められるが、廃棄物処理法において
は、再生利用されることが確実であると都道府県知事が認め
た産業廃棄物については都道府県知事の指定により業の許
可を不要とする制度も設けられているところであり、特区によ
るまでもなく都道府県知事の判断により実施できるものであ
る。なお、都道府県知事による指定制度においては、産業廃
棄物管理票（マニフェスト）の交付も不要とされているところ。

　リサイクルの促進に取
り組む貴省としては、再
生利用の促進に寄与す
るものであれば、積極的
に国の再生利用認定制
度の対象に追加する方
向で検討されるものと考
えるが、提案にある農業
用マルチビニールシート
を再生利用認定制度の
対象とすることの可否に
ついて再度検討し回答さ
れたい。

Ｄ

　再生利用は、都道府県知事による許可制度によって必
要な業の許可及び施設の設置許可を取得し実施すること
が基本である。再生利用認定制度はあくまで許可制度の
特例であって、一定の要件に該当する場合に限り対象とす
るものである。
　当該制度は、地域レベルの取組ではなく広域的な取組を
想定しており、また、確実に環境保全上の支障のない形で
再生利用が行われることを担保するため、一定期間以上
の実績を有すること等の要件を定めている。従って、御提
案の農業用マルチシートの再生利用を環境大臣による再
生利用認定制度の対象とすることはできず、まずは、知事
の指定による特例制度等での対応を検討することを含め
再生利用の実績を積むことが必要である。

Ｄ

1
0
2
5
0
1
0

①現行法では使用済農業用マル
チビニールシート（廃マルチ）は産
業廃棄物となっている。したがって
現在は使用済みの廃マルチはＪＡ
によって一括集められ産業廃棄物
処理業者によって焼却か埋め立
てられている。そこで、「再生利用
認定制度対象品目」とすることに
より継続的な再生事業が可能とな
る。
②排出者（農家）とのマニフェスト
票の取り交わし省略（あるいは簡
略）措置によって農家から直接引
取ができるようになる（新規参入し
易くなる）。

農家から廃マルチを回収し回収→洗浄→溶解→再
生→農家への供給というリサイクル循環システム事
業の確立。

ＮＰＯ法人緑
水舎、有限
会社塩尻リ
テック

環境省

1
3
2
0
0
6
0

木質チップ燃焼灰を利
用するための規制緩
和

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第１４条第
１項及び第６
項

産業廃棄物のリサイクル
についても、廃棄物処理
法に則り、リサイクルを行
う必要がある。

Ｄ

　ご提案の内容については、必要な業の許可を取得して頂け
れば実施可能なものと認められるが、廃棄物処理法において
は、再生利用されることが確実であると都道府県知事が認め
た産業廃棄物については都道府県知事の指定により業の許
可を不要とする制度も設けられているところであり、特区によ
るまでもなく都道府県知事の判断により実施できるものであ
る。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。
　また、貴省回答では都
道府県知事の判断により
実施できるとのことであ
るが、円滑かつ安全に焼
却灰の活用を進めるため
には、少なくとも知事が
判断する際の留意事項
等を示す必要があるので
はないか。この点も併せ
回答されたい。

　このボイラーは施設園芸農家を対象としたも
のですので、農家それぞれが廃棄物処理業の
許可を取得するようなことにはならないし、そ
れが必須の条件となると、ボイラーの普及は
進まなくなります。また、高知県が提案してい
る燃焼灰の利用とは、木質チップボイラーを使
用する農家が、ボイラーから発生する焼却灰
を何の手も加えずに灰の状態のまま、土壌改
良材として自家の田畑に散布することなので
すが、そういう場合においても知事の判断で実
施できるのでしょうか。

Ｄ

　知事の指定制度については、物ごとにそれぞれの地域
の利用状況や案件ごとの再生方法が異なることを踏まえ、
当然都道府県知事が個別具体的にその物の性状を確認
して指定を行うに足りるものであるか否かを判断するもの
であり、判断する際の留意事項等を一律に示すことは適当
ではない。
　なお、焼却灰については、ダイオキシンや重金属による
汚染等をかんがみ、廃棄物処理法上、遮断型又は管理型
最終処分場に埋め立てるべきものとしており、焼却灰を何
の手も加えずに灰の状態のまま、土壌改良材として田畑に
散布することは、土壌汚染を引き起こす要因にもなりかね
ない行為である。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　高知県が利用を考えている木質チップから発
生する焼却灰は、重金属などの含有の恐れが
ある建築廃材等を含んだ材料から生産される
ものでなく、素材生産現場や製材所から発生
する端材や未利用の間伐材により生産される
特定な木質チップであり、環境基準を超えるダ
イオキシンや重金属による土壌汚染は心配な
いと考えています。（本年度データを収集す
る。）そういったことから、安全安心な燃焼灰を
利用する仕組みにより、特定された燃焼灰を
利用するための規制緩和を提案いたしました。
貴省の回答では、地域それぞれの利用状況及
び案件が異なるため、判断する際の留意事項
等を一律に示すことは適当でないが、特区によ
るまでもなく、当提案の燃焼灰の利用について
は、県知事が利用の可否を判断できるというこ
とでよろしいでしょうか。

Ｄ

　知事の指定制度は、地域における再生利用について、
物ごとにそれぞれの地域の利用状況や案件ごとに再生
利用の指定に足りるものであることを知事が判断する制
度である。
　ご提案の内容については、ご提案の物に係る必要な業
の許可の取得によって実施が可能であり、また、当該地
域において再生利用されることが確実であると都道府県
知事が認めた産業廃棄物について都道府県知事の指定
により業の許可を不要とする制度を活用し、都道府県知
事の判断に基づいて対応が可能である。
　なお、一般的に焼却灰については土壌汚染等の可能性
があることから、今般の焼却灰についても適切なデータ
収集を行い、その結果を基に知事が判断すべきものであ
ると思料する。

1
0
2
8
0
1
0

現行法で規定されている燃焼灰
の利用について、安全性が確認さ
れた木質チップを燃料として使用
する木質チップボイラーの燃焼灰
については、土壌改良材として田
畑への還元など自家処理できるも
のとする。

木質チップボイラーの燃焼灰は、現行法で管理型廃
棄物の扱いとなっており、適切な業者が収集し最終
処分場での処理が必要で、現状では、燃焼灰の利用
が出来ない状態です。そこで、高知県が開発した木
質チップボイラーにより、安全性が確認された木質
チップを燃料として使用する場合については、ボイ
ラーから発生する燃焼灰を土壌改良材として田畑へ
の還元など自家処理できるものとする。そのことによ
り、木質バイオマスエネルギー利用による循環システ
ムが構築できる。また、灰処理の負担を無くすことに
より木質チップボイラーの普及が推進され、環境に優
しいバイオマスエネルギーを利用した循環型社会の
構築につながる。

高知県 環境省

1
3
2
0
0
7
0

スーパーや卸売市場
等から排出される生ご
みを再生利用する場
合の廃棄物処理法上
の取扱い変更

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第２条、第
６条の２
廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律施行令第
２条
食品循環資
源の再生利
用等の促進
に関する法
律第２０条

市町村は、一般廃棄物処
理計画に従って、その区
域内における一般廃棄物
を生活環境保全上支障が
生じないうちに収集し、こ
れを運搬し、及び処分しな
ければならない。

Ｃ

　廃棄物に関する一般廃棄物と産業廃棄物の区分は、最終的
な廃棄物の処理責任を市町村とするか、排出事業者とするか
を区分するものであって、ご提案のように再生利用するかどう
かによって、処理責任を排出事業者とするか、市町村とするか
を決定することはできず、最終的な処理責任を誰が負うべきか
によって決定されるものである。そして、産業廃棄物は、不適
正処理された場合の原状回復を含め、排出事業者が最終的
な処理責任を負う廃棄物であり、産業廃棄物と区分するかどう
かについては、廃棄物の最終的な処理責任を排出事業者が
引き受けるかどうかという点が決定的に重要であるため、食品
リサイクル事業・エネルギー回収事業の推進という立場からの
御主張でこれを変更することは困難である。
　また、区域を限定して廃棄物の区分を変更することは、特定
区域を越えて廃棄物が移動することから、区域外では一般廃
棄物であったものが特定の区域内に入ってくると産業廃棄物
となり、また逆に特定の区域内では産業廃棄物であったもの
が区域外に出ると一般廃棄物となる事態が生じ、廃棄物の排
出から最終処分までの監督を産業廃棄物行政が一貫して行う
ことができなくなるため、適切でない。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。
　また、リサイクルの推進
に寄与する場合には、最
終的な処理責任は市町
村としつつ、産業廃棄物
の処理業者も扱えるよう
にするなどの取扱いがで
きないか検討し回答され
たい。

スーパーや卸売市場等から排出される生ごみ
は事業活動に伴い大量に発生するものであ
り、それらを産廃扱いとし処理責任を排出事業
者が負うとすることは、同じスーパーや卸売市
場等から排出されるごみでも調理後のものは
産廃扱とされていることと合わせ鑑みてもむし
ろ合理的と思われ、またそれを広域的に再生
利用することは排出事業者のイメージと採算
性向上にもつながり、３Rの推進に貢献するも
のと考えます。また、廃棄物区分の変更を岩
手県内に限定し県外からの搬入を認めないこ
とで、岩手県から産廃処理業の許可を取得し
た事業者にマニフェストに基づいた適正な再生
処理を行わせることでの産廃行政による一貫
した監督は十分に可能と考えます。

Ｃ

　廃棄物はぞんざいに扱われ、それが原因で環境保全上
の支障を生じる可能性を常に有しており、収集運搬又は処
分に係る基準、施設設置に係る基準及び業許可に係る基
準による制度的な管理下に置くことが必要である。
　一般廃棄物については、市町村にその処理責任が課さ
れているところ、当該市町村がその処理責任を全うするた
めには、自らが一般廃棄物の処理業に関する許可権限を
行使し、これをもって当該市町村区域内における一般廃棄
物の適正処理を担保することが必要不可欠であるから、産
業廃棄物の処理業者であるからといって、市町村長の許
可を不要とする取扱いを認めることは適当でない。
　また、御指摘のように県外からの一般廃棄物の搬入を認
めないとするためには、すべての物の移動を規制する必要
があるがこれは、現実的に困難である。
　なお、スーパーや卸売市場から排出される生ごみは調理
後のものであっても、一般廃棄物である。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。
　また、広域的なリサ
イクルを効率的に推
進する必要があると
考えるが、リサイクル
推進を所管する貴省
としてどのように考え
ているのか明らかにさ
れたい。

100t/年以上の生ごみを排出する業者には食
品リサイクル法上再生利用実施率20％達成の
義務が課せられ、またそれを処理する再生利
用業者にとっても生ごみは有効な資源であるこ
とから本質的にそれを｢ぞんざい｣に扱う危険は
なく、またマニフェスト管理による追跡調査性の
確保も加わり排出者責任上の問題はないと考
えます。弊社の提案は、岩手県のご提案（提案
事項管理番号1061020）の｢産業廃棄物と同等
の性状であり再生活用が可能な一般廃棄物を
産業廃棄物とみなして取り扱うことで食品廃棄
物の再生利用率を向上させる｣との趣旨とも相
俟って、環境省の｢生ごみ等の３R・処理に関す
る検討会｣での内容にも貢献するものと考えま
す。

Ｃ

　御提案内容については、前回及び前々回回答で述べた
とおり、これを認めることは困難である。
　なお、環境省においては、生ごみ等のバイオマスの利
活用について、例えば、再意見にもある「生ごみ等の３
Ｒ・処理に関する検討会」において検討を行うなどしてい
るところであり、リサイクルの推進という観点からも、引き
続き、このような取組を行っていく必要があるものと考え
ている。

1
0
3
9
0
1
0

スーパーや卸売市場等から排出
される生ごみを再生利用する場合
には、廃棄物処理法上の取扱い
を事業系一般廃棄物ではなく産業
廃棄物とする。

スーパーや卸売市場から排出される生ごみを再生利
用する場合には産業廃棄物として取扱うことにより、
いわゆる自区内処理の原則に縛られずにこれらの食
品循環資源を広域的、かつ効率的に収集・運搬・再
生利用することが可能となり、より一層の食品リサイ
クル事業の推進や地球環境保全の効果がもたらされ
る。尚、産業廃棄物として取扱うことでマニフェストに
よる管理が行われ、収集・運搬・再生利用業務の適
正性、対外的明確性も向上する。

株式会社バ
イオマスパ
ワーしずくい
し

環境省

1
3
2
0
0
8
0

自然公園法及び都市
計画法の規定による
建築等の規制の緩和

自然公園法
第１３条第３
項第１号
同法施行規
則第１１条第
６項

国立公園の特別地域内で
建物の建築を行う場合、
設置位置、色彩、形態、
主要道路等からの壁面後
退距離、建築物の水平投
影面積、建築物の高さ、
建坪率及び容積率につい
ての制限があるが、既存
建築物を建て替える場
合、既存建築物の規模を
超えないものについては
この限りではないとしてい
る。

Ｄ

　国立公園の特別地域内における既存の建築物の改築や建
替えは、現存の建築物の規模を超えないものであれば、現在
でも認められている（自然公園法施行規則第11条第６項ただ
し書参照）ことから、改めて規制を緩和する必要はない。
　なお、観光宿泊施設であれば、自然公園法第９条第３項によ
り国立公園の公園事業の執行認可を受けることで、同法第13
条第３項の適用を除外することも可能である（同法第13条第９
項第１号参照）。

Ｄ Ｄ

1
0
4
0
0
1
0

自然公園法により国立公園の指
定を受けた地域及び都市計画法
により風致地区として定められた
地域においては、建築物の改築
や増築等について規制がなされて
いるが、老朽化した観光宿泊施設
の改築等に対して、現状の建築状
況や経営の必要性・意欲を考慮
し、一定の条件を付与することで、
必要以上の規模縮小とならないよ
う、＜観光宿泊施設については、
現存する工作物の規模を上限とし
て増改築することができる。＞特
例措置（規制緩和）を講じる。

和歌山市に位置する和歌浦・田野・雑賀崎地域は、
大正初期に開かれた観光地であり、戦前は有馬温
泉、城崎温泉に匹敵する観光地であった。近年では
観光宿泊施設数が１３軒と最盛期の昭和４６年当時
と比べると約半数に激減している。和歌山県・和歌山
市とも観光による地域振興に取り組んでおり、老朽化
した観光宿泊施設の整備は不可欠である。一方、国
立公園及び風致地区内の自然環境を保全するはず
の規制が、従来から景観と一体となりサービスを提
供してきた観光宿泊施設の経営まで制限・規制する
状況になっていることから、観光宿泊施設に限定し一
定の範囲内において改築等の規制を緩和することに
より、地域観光施策の振興に寄与するものである。

個人
国土交通省
環境省

1
3
2
0
0
9
0

再生利用認定制度対
象廃棄物拡大事業追
加

　廃棄物の
処理及び清
掃に関する
法律第９条
の８条

一般廃棄物のリサイクル
についても、廃棄物処理
法に則り、リサイクルを行
う必要がある。

Ｄ

　御提案の内容等を拝見する限り、例えば、再生利用されるこ
とが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集
若しくは運搬又は処分を業として行う者であって、市町村長の
指定を受けたものについては業の許可は不要とされる制度な
ど、現行制度を活用することで可能なものであり、国内全域を
範囲とした再生利用認定制度の対象とする必要はないと考え
る。

　リサイクルの促進に取
り組む貴省としては、再
生利用の促進に寄与す
るものであれば、積極的
に国の再生利用認定制
度の対象に追加する方
向で検討されるものと考
えるが、右提案主体から
の意見を踏まえ、陶磁器
を再生利用認定制度の
対象とすることの可否に
ついて再度検討し回答さ
れたい。

　廃陶磁器の再生化については、産地内での
み処理・再生されるものであり、施設が存在す
る市町村が再生利用認定または処理の許可
をすればよいと考えます。
　しかしながら、当該事業の展開として目指す
ところは、廃陶磁器を全国から収集・運搬し、
産地に集積することであり、収集・運搬の許可
においては各市町村で必要となることから、許
可申請等事務の煩雑化は否めず、廃陶磁器
のリサイクル化を後退させると考えます。
　さらに、廃陶磁器の収集にあたっては、数箇
所でＮＰＯの活動が報告されており、今後、コ
ミュニティ・ビジネス化も期待できることから、
全国展開させるためにも、再生利用認定制度
の適用が必要であると考えます。

Ｄ

　再生利用認定制度は、廃棄物の減量化に資するため、
一定の要件を満たした場合に限り、廃棄物の適正処理を
担保するための規制の例外を設けているものであり、その
運用については万全を期す必要がある。そのため、対象
廃棄物については、適正な再生利用が行われることが認
められたものを個別に定めることとし、また、認定を受ける
者の基準として一定期間以上の処理実績を有すること等
の要件を定めているところである。
　このようなことから、まずは御提案主体の市域内におい
て、御提案主体の委託等により実績を積むことが必要と考
える。
　なお、御提案の内容について詳細を把握するため、御提
案主体が想定している事業の規模、収集運搬の体制の詳
細、再生の方法、再生品の利用方法・価格・需要の見込
み、再生利用に伴う廃棄物の発生割合、これまでの実績
等を明らかにする資料等をお示しいただきたい。

Ｄ

1
0
4
6
1
4
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再生利用認定制度対象廃棄物に
陶磁器を加える。

陶磁器を対象廃棄物に追加することにより、許可なし
で陶磁器の回収および粉砕（中間処理）ができるよう
にすることで、陶磁器リサイクルを推進させ、産地に
おける廃棄物の減量および原料としての有効利用を
はかる。廃陶磁器の収集は、原料（陶土）を生産する
業者が直接行うことを前提とするが、ＮＰＯ等の市民
団体の活用もありうる。これにより、事実上、行政に
よる収集および処分を廃止する。また、回収ルートを
確立し、新たなコミュニティ・ビジネスの創生につなげ
る。

多治見市 環境省

1
3
2
0
1
0
0

農業産業を中心とした
基盤整備活性化

鳥獣の保護
及び狩猟の
適正化に関
する法律第２
９条第７項第
１項
同法施行規
則第３８条第
１項第３号

環境大臣及び都道府県
知事が定める鳥獣保護区
においては、特別保護地
区内を除き、行為制限は
無い。
特別保護地区内において
は、建築物その他の工作
物を新築する場合は、環
境大臣等の許可が必要と
なるが（鳥獣保護法第29
条第７項第１項本文参
照）、この場合であって
も、鳥獣の保護に支障が
ないと認められる行為に
ついては、環境大臣の許
可は不要とされている（同
法第29条第７項第１項た
だし書参照）。

Ｄ

　鳥獣保護区内においては、特別保護地区内を除き、特定の
行為に対する制限は無い。特別保護地区内においては、建築
物その他の工作物を新築する場合は、環境大臣等の許可が
必要となるが（鳥獣保護法第29条第７項第１項本文参照）、こ
の場合であっても、鳥獣の保護に支障がないと認められる行
為については、環境大臣の許可は不要とされている（同法第
29条第７項第１項ただし書参照）。
　設置を希望する本提案の施設の規模は不明であるが、高さ
が５メートル以下の展望台であれば、許可は不要である（同法
施行規則第38条第１項第３号参照）。

Ｄ Ｄ

1
0
5
6
0
1
0

①農振農用地区域内に農業者用
の住宅を建設できるよう農地転用
の緩和をして欲しい。
②農業、観光、漁業を一体的に振
興する長期滞在施設を建設する
場合における港湾法の高さ制限
を緩和して欲しい。
③鳥獣保護区域内に鳥獣観察小
屋を設置できるよう緩和して欲し
い。

①当地域は土地改良が行なわれ、地域の80％ほど
が農用地になり、島を離れた若者が帰ってきても家を
建てるスペースが少なく農地までの距離などから農
業の意欲が出ません。このため、農用地区域内に農
業者用の住居を建設できるよう規制を緩和して欲し
い。
②長期滞在型の施設計画などが地元企業からありま
すが、地上からの高さ制限などで施設を建てる事が
困難です。農業と観光と漁業を１つにした長期滞在
型施設の誘致などができるように法整備をしたい。
③自然を守りながら、人の立ち入る所として観察可能
な場所を設け双眼鏡などで鳥獣の観察ができるよう
にしたい。

ＮＰＯ法人有
情会

農林水産省
国土交通省
環境省
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13 環境省 非予算（特区・地域再生 再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1
3
2
0
1
1
0

鶏糞等を活用したバイ
オマス発電事業を廃
棄物処理法の許可対
象から除外

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第２条

「廃棄物」とは、ごみ、粗
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふ
ん尿、廃油、廃酸、廃アル
カリ、動物の死体その他
の汚物又は不要物であつ
て、固形状又は液状のも
の（放射性物質及びこれ
によつて汚染された物を
除く。）をいう。

Ｄ

　ご要望の鶏糞については、物の性状や排出の状況、取引価
値の有無等を総合的に判断して廃棄物か否かを検討し、その
物がぞんざいに扱われ環境保全上の支障が生じるおそれが
ないことが担保される必要がある。
　仮に、御提案の廃棄物から除外することとし、廃棄物処理法
の適用を「特区」という限られた区域のみにおいて除外すれ
ば、特区内での不適正な管理等がなされるおそれや特区外に
持ち出され不適正な処分等がなされるおそれがある上、これ
らを防止する手段もなくなることから、不適当である。
　なお、ご提案の内容については、必要な業の許可を取得して
頂ければ実施可能なものと認められるが、廃棄物処理法にお
いては、再生利用されることが確実であると都道府県知事が
認めた産業廃棄物については都道府県知事の指定により業
の許可を不要とする制度も設けられているところであり、特区
によるまでもなく都道府県知事の判断により実施できるもので
ある。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。
　また、国の再生利用認
定制度と同様に、再生利
用の都道府県知事の指
定にあたって、少なくとも
施設の設置許可手続き
の負担を軽減できないか
検討のうえ回答された
い。
　更に、市町村や県が関
与した協議会等により運
営され、限られた区域内
で処理するものであれ
ば、当該区域内に限って
の実施が可能と考える
が、この点も併せて回答
されたい。

　鶏糞は、飼養が計画的に行われることから、
排出者が特定の事業者に限られる場合、排出
量を予め把握することが可能な廃棄物である
こと、また、廃棄物行政を所管する県及び市町
村が協議会の一員として計画の立案及び運営
の全般に係わることにより、不適正な保管、処
理、特区外への持ち出し等の不適正な管理は
防止することが可能であるうえ、県、市町村が
廃棄物処理法に定める維持管理に準じて指導
することにより安全性等を確保できるものと考
える。
　なお、都道府県知事の指定は、業の許可は
不要となるものの、施設の設置許可が必要で
あること、排出者の対象が限定できないことか
ら提案の事業の場合不向きと考える。

Ｄ

　廃棄物は不要であるために占有者の自由な処分に任せ
るとぞんざいに扱われるおそれがあり、それが原因で環境
保全上の支障を生じる可能性を常に持つ性質を有してい
る。こうした可能性はあらかじめ排出量を把握できるからと
いって否定されるものではなく、また、リサイクルと称して不
法投棄を行う事例が後を絶たないことから、処理に係る規
制の対象から除外することは適当でない。
　自治体が出資して設立し環境大臣が指定する廃棄物処
理センターであっても、業の許可及び施設の設置許可を必
要としているところ。協議会において市町村や都道府県は
関与しているからといって、許可不要とした場合に処理基
準や施設の構造基準、維持管理基準が適用されなくなる
ため、生活環境上の保全が着実に図られる担保は一切な
い。施設の設置手続については、周囲の生活環境に与え
る影響を評価してこれを周知するとともに、利害関係者の
意見を反映させることをもって円滑な施設整備を図ろうとす
る趣旨であるところ。自治体が関与しているからといってこ
れを省略する理由はなく、現に廃棄物処理センターにおい
ても、これらの手続を経た上で許可を受けている。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。
　また、自治体の判断
により、排出者の特定
や施設基準の遵守な
ど一定の条件の下に
施設設置も含めた手
続きの負担を軽減で
きるようにすること
が、バイオマスの活用
上有効と考えるが、貴
省の考えを明らかに
されたい。

　排出量と活用施設の能力に整合性があり、
また、行政が関与して施設が運営されるもので
あることから環境保全上の支障が生じるおそ
れはないと考える。なお、事前の計画を逸脱す
る行為があれば廃棄物処理法の適用を受ける
という整理とすれば、万が一の不適正処理に
対して担保されるものと考える。
　また、提案は、特定の排出者から排出された
鶏糞を活用しようとするものであり、廃棄物処
理センターのように不特定多数の廃棄物の処
理を受託するというものではないことから、緩
和措置を求めるものである。

Ｄ

　「事前の計画を逸脱する行為があれば廃棄物処理法の
適用を受けるという整理とすれば、万が一の不適正処理
に対して担保される」のご趣旨は不明であるが、自治体
等の行政が関与しているからといって環境保全上の支障
が生じるおそれはない、と言い切ることはできず、自治体
が出資して設立し環境大臣が指定する廃棄物処理セン
ターであったとしても、業の許可及び施設の設置許可を
必要としているところ。
　なお、廃棄物の許可については、適切な処理が成さ
れ、生活環境保全上の支障が生じないことを担保するた
めに行っているのであり、自社の廃棄物のみを処理する
施設であって、廃棄物の管理が可能だからといって、施
設の設置許可を不要とはしておらず、特定の排出者から
排出されていることのみを以てご要望に対応することは
できない。
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排出事業者が限定され、市町村、
県等が関与した協議会等により計
画的かつ適正に運営され、発電
等エネルギー利用が確実な場合
には、鶏糞を燃料同等品とみなし
て産業廃棄物として取り扱わない
こと。

　鶏糞等を産業廃棄物から除外することにより、バイ
オマスエネルギー源として燃料に用いる発電事業が
推進される。
　このことにより、鶏糞の確実な処理（利用）による養
鶏業の安定経営と環境汚染の未然防止、さらにはバ
イオマスエネルギーの普及による化石燃料の使用が
削減され、二酸化炭素の削減が期待できる。

岩手県 環境省
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産業廃棄物と同等の
性状であり再生活用
が可能な一般廃棄物
を産業廃棄物とみなし
て取り扱うこと

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第９条の８
条

市町村は、一般廃棄物処
理計画に従って、その区
域内における一般廃棄物
を生活環境保全上支障が
生じないうちに収集し、こ
れを運搬し、及び処分しな
ければならない。

Ｃ

　廃棄物処理法における廃棄物の区分は、責任の所在に着
目した基本的な区分として、事業活動に伴い排出される廃棄
物のうち多量発生性や有害性等の観点から、排出事業者責
任により処理すべきものについて産業廃棄物として、その他の
廃棄物については、市町村が統括的な処理責任を有するもの
である一般廃棄物として区分されている。そして、一般廃棄物
の収集運搬業の許可を与えるかどうかは、処理責任を有する
市町村が、当該廃棄物の排出抑制・リサイクルを含めた適正
処理による生活環境保全との関係や市町村の一般廃棄物処
理計画に照らし適切かどうかという観点から決すべきものとし
て、市町村に委ねられているところである。このように一般廃
棄物については、市町村が、処理責任が課されているという
立場から業許可について判断をするものであるから、類似の
性状の産業廃棄物について知事許可を有する産業廃棄物の
収集運搬業者であるからといって、市町村の許可を不要とす
ることは適当でない。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、リサイクルの
推進のため、市町村域を
越えて広域的に扱われる
一般廃棄物の収集・運搬
に関し、業の許可手続き
の負担を軽減できないか
検討し回答されたい。

　提案は、廃棄物の区分を変更していただきた
いというものではなく、産業廃棄物収集運搬業
の許可を有する者について、同様の性状を示
す一般廃棄物の許可申請を届出へと軽減しよ
うとするものである。
　すなわち、廃タイヤについて、規則第２条第８
号及び第２条の３第６号に基づき産業廃棄物
処理業の許可を受けている者は、一般廃棄物
処理業の許可を要しないこと、及び法第１５条
の２の４に基づく産業廃棄物処理施設の設置
者に係る一般廃棄物処理施設の設置につい
て、届出により設置することができるという現
にある２つの制度を参考に提案しているもので
あり、適正処理を確保しつつリサイクルの円滑
な推進を図ろうとするものである。

Ｃ

　前回回答で述べたとおり、一般廃棄物については、市町
村が、処理責任が課されているという立場から業許可につ
いて判断をするものであるから、リサイクルの推進という観
点であっても、市町村の許可を不要とすることは適当でな
い。
　また、市町村域を超えて広域的に扱われる一般廃棄物
の収集運搬に関する業の許可手続に係る負担軽減は、ま
さに御提案主体自らの調整の下、関係市町村が収集運搬
の委託を行い、又は許可に関する情報の共有による手続
の迅速化を図るなどにより、現行制度においても十分に可
能であると考える。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。
　また、広域的なリサ
イクルを効率的に推
進する必要があると
考えるが、リサイクル
推進を所管する貴省
としてどのように考え
ているのか明らかにさ
れたい。

　現行制度においても可能とされているが、仮
に、本県一円の許可を取得しようとすると、お
よそ２４市町村等の許可が必要であり、取得後
の事務手続き等を考え合わせれば、事業者に
とってかなりの負担であり、緩和措置をお願い
しているものである。
　また、市町村にとっても、現状の収集運搬、
処分（焼却）体制に問題がない中で、管外への
収集運搬は法第７条第５項の規定上許可しづ
らいものと考えられリサイクルの道を閉ざして
いるものと考える。

Ｃ

　御提案内容については、前回及び前々回回答で述べた
とおり、これを認めることは困難である。また、再意見で
示された御懸念については、現行制度においても、関係
市町村が収集運搬の委託を行うことによって解消できる
ものと思われる。
　なお、環境省においては、生ごみ等のバイオマスの利
活用について、例えば、「生ごみ等の３Ｒ・処理に関する
検討会」において検討を行うなどしているところであり、リ
サイクルの推進という観点からも、引き続き、このような
取組を行っていく必要があるものと考えている。
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「動植物性残さ｣（産業廃棄物）の
収集運搬業の許可（都道府県知
事の許可）を有している業者につ
いて、「動植物性残さ」と同等の性
状である一般廃棄物を運搬する
場合は、関係市町村長に対する
届出により許可を取得したものと
みなす制度の創設を求めるもの。

　一般廃棄物収集運搬業の許可取得に伴う負担を
軽減することにより、市町村を超えた収集が可能とな
り、食品リサイクル法に基づく食品関連事業者におけ
る食品廃棄物の再生利用等の実施率を向上させるこ
とが可能となる。
　また、市町村のリサイクル施設設置等の負担を軽
減させることが可能となる。

岩手県 環境省
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自然公園の特別区域
の指定等に係る関係
地方行政機関への協
議の廃止

自然公園法
第６６条第１
項

都道府県は、都道府県立
自然公園の特別地域又
は利用調整地区の指定
又はその区域の拡張をし
ようとするときは、国の関
係行政機関の長に協議し
なければならないことと
なっている。

Ｃ

　都道府県立自然公園の特別地域内等における行為につい
ても、国立公園の特別地域内等における行為に関する規制の
範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる（同
第60条第１項参照）ことから、その指定及び拡張については、
当該地域における事業実施や土地の管理などに関わる関係
諸行政及び諸産業との調整を図るため、あらかじめ国の関係
地方行政機関の長との協議が必要であると考える。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　自然公園法第６０条第１項において規定する
「規制の範囲内」とは，第２章第３節に記される
規制の内容を「例」として都道府県が条例を定
めることを示すものである。
　都道府県は，条例の定めるところにより，主
体的に当該地域における事業実施や土地の
管理などに関わる関係諸行政及び諸産業との
調整を図ればよいものと考えられ，第６０条第
１項の規定により，あらかじめ国の関係地方行
政機関の長との協議を必要とするものと解釈
するものではないと考える。

Ｃ

　前回回答のとおり、都道府県立自然公園の特別地域内
等における行為については、国立公園の特別地域内等に
おける行為に関する「規制の範囲内」において、条例で必
要な規制を定めることができる（同第60条第１項参照）た
め、法律上相当厳重な規制を課することができることとなっ
ている。
　仮に、都道府県による主体的な協議が行われなかった
場合には、規制を受けることで、当該地域における事業実
施や土地の管理などに関わる関係諸行政及び諸産業に
不都合が及ぶ可能性がある。したがって、あらかじめの国
の関係地方行政機関の長との協議により事前調整を図る
ことが必要であると考える。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　都道府県立自然公園に関することについて
県が条例で定める限りは，主体的に関係諸行
政及び諸産業と協議・調整等を図ることは当然
である。むしろ，国の関係地方行政機関では，
必ずしも県よりも地域実態を十分に把握してい
るとは言えない場合もあり，協議を行った場
合，十分に調整等が図られるかどうか疑問で
あり，協議の必要性はないものと考える。

Ｃ

　国の関係地方行政機関との協議は、当該地域における
事業実施や土地の管理などに関わる関係諸行政及び諸
産業との調整を図るために行われているものである。仮
に、国と県とで解釈が一致せず、県において、必要な国
の関係地方行政機関との協議が主体的に行われなかっ
た場合には不都合が生じるため、法律において担保する
必要があるものと考える。
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都道府県立自然公園の特別区域
等の指定又は拡張をする場合
の，国の関係地方行政機関の長
への協議の義務付けを廃止する
こと

国の関係地方行政機関との調整は，必要に応じて都
道府県の判断で主体的に行うことができる。

広島県 環境省
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「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」の
特例措置

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第６条の２
第１項、第７
条第１項、第
６項、第８条
第１項

一般廃棄物のリサイクル
についても、廃棄物処理
法に則り、リサイクルを行
う必要がある。

Ｃ

　御提案においては、廃棄物処理法上のどのような規制につ
いて緩和を求めているかが必ずしも明らかではないが、廃棄
物はぞんざいに扱われ、それが原因で環境保全上の支障を
生じる可能性を常に持つ性質を有しており、こうした可能性は
再利用・再資源化が可能であることによって否定されるもので
ないため、再利用が可能な物も含め、収集運搬又は処分に係
る基準及び施設設置に係る基準及び業許可に係る基準によ
る制度的な管理下に置くことが必要である。実態としても、豊
島事件・青森岩手県境不法投棄事案に象徴されるような不適
正処理の多くがリサイクル名目により生じている。
　なお、リサイクルについては、市町村長、知事の指定制度で
業の許可が不要とされる制度の活用が可能である。
　なお、事業系一般廃棄物である木くずの一般廃棄物と産業
廃棄物の区分については、中央環境審議会に置かれた専門
委員会において見直しのための検討が行われる予定である。

　貴省回答では、リサイク
ルについて市町村長や
知事の指定制度の活用
が可能とのことである
が、第８次提案の貴省の
回答（優良事例等収集し
地方公共団体に情報提
供する）の対応状況につ
いて回答されたい。
　また、木くずの区分の
見直しについて、その検
討内容やスケジュールに
ついてお示し願いたい。

Ｃ

　優良事例の収集及び情報提供については、現在、調査
方法・項目等について検討を行っており、今後、必要な予
算を確保した上で、調査を行い、今年度内を目途に情報提
供を行う予定である。
　また、木くずの区分の見直しについては、規制改革・民間
開放推進会議の答申に基づき、「廃棄物の区分等に関す
る専門委員会」において検討が行われているところであ
る。

Ｃ
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一般廃棄物・産業廃棄物に区分さ
れている品目　「木くず」の収集運
搬及び処理の特例措置の承認、
廃棄物をバイオマス発電の源泉と
し利活用=「100%再利用」する本企
画に対しては、建築廃棄物以外の
「木くず」(伐採木・葉・草)の一般、
産廃2区分の廃止、施設設置基
準、営業許可基準の緩和

仮称　バイオマス・ヴィレッジ「多治見・ツヅハラ」
①農産物の生産、販売業及び卸売業
②地産・地消レストラン事業
③温浴サービス業
④森林セラピー事業
⑤木くずリサイクル業
※①②短期　③④中長期プラン
以上の事業に係わる施設のエネルギーを木質燃料=
バイオマス発電で稼動させる。

株式会社山
田林業

環境省
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自然公園区域におけ
る風力発電施設設置
に係る規制の適用除
外

自然公園法
第１３条第３
項第１号
同法施行規
則第１１条第
１１項

平成16年に、風力発電施設の
新築等に係る許可基準を下記
のとおり定めたところである。
①特別保護地区地区、第１種
特別地域及び海中公園地区
等の地域内で行われるもので
ないこと。
②風力発電施設が主要な展望
地から展望する場合の著しい
妨げにならないものであるこ
と。
③風力発電施設が山稜線を分
断する等眺望の対象に著しい
支障を及ぼすものでないこと。
④野生動植物の生息又は生
育上その他の風致又は景観の
維持上重大な支障を及ぼすお
それがないこと。
⑤風力発電施設の色彩、形態
が周囲の風致又は景観と著し
く不調和でないこと。
⑥風力発電施設の撤去計画
が定められており、撤去後の
跡地整理がなされることとなっ
ていること。
⑦風力発電施設に係る土地の
形状変更規模が必要最小限で
あると認められること。
⑧支障木の伐採が僅少である
こと。

Ｃ

　環境省は、風力発電の必要性を理解した上で、平成16年
に、「国立・国定公園内における風力発電施設の設置のあり
方に関する基本的考え方」を取りまとめ、これに基づき風力発
電施設の審査基準を定めたところである。
　国立・国定公園の自然景観の保護や生物多様性の保全と地
球温暖化防止への取組の両立を図るため、この審査基準に
基づいて個々の案件ごとに慎重に検討する必要があるものと
考えている。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　国立公園内における風力発電施設の設置に
ついては、現行基準においても「ただし書き」
で、「公益上必要でありかつ申請に係る場所以
外ではその目的が達成できないと認められる
とき」は、①主要展望地からの展望の妨げ、②
山稜線の分断等眺望対象への支障、の二つ
の基準が適用されないこととなっている。本県
では、地球温暖化対策を進める上で風力発電
施設の設置を強力に促進していく必要があり、
また、風の条件のよい場所は極めて限られる
ことから、現行の「ただし書き」の規定と同様
に、この二つの基準適用の除外を求めるもの
である。

Ｃ

　現行の審査基準は、風力発電の必要性を理解した上で
国立・国定公園の自然景観の保護や生物多様性の保全と
地球温暖化防止への取組の両立を図るために定められた
ものである。優れた自然の風景地として国家的見地から保
全上の意義を認められ指定された国立・国定公園におい
ては、人為的な影響を極力抑制し、自然景観の保護と生
物多様性の保全を主として考えることが基本であり、一律
に審査基準を緩和することは自然景観や生物多様性を損
なうおそれがあることから認められない。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　自然景観の保護や生物多様性の保全と地球
温暖化防止への取組の両立を図るために審査
基準を定めたとされているが、基準の内容は、
風力発電施設と他の工作物で基本的に差がな
いものとなっている。
　今回の提案は、生物多様性に関する基準の
適用除外を求めるものではない。
　風力発電施設が自然景観と一体となって新し
い景観を形成する場合、周辺の風致・景観と調
和するものであれば、他の景観に関する基準
適用の除外を求めるものである。

Ｃ

　優れた自然の風景地として国家的見地から保全上の意
義を認められ指定された国立・国定公園においては、人
為的な影響を極力抑制し、指定当時の風致景観を極力
維持する必要があり、風力発電施設等工作物が自然景
観と一体となって新しい景観を形成すればよいというもの
ではない。
　特に風力発電施設の場合、国立・国定公園の風致景観
に大きな影響を与えるおそれがあり、審査基準に基づい
て個々の案件ごとに慎重に検討する必要がある。

1
1
2
2
0
7
0

国立公園内での風力発電施設設
置について、風車の設置が周辺
の風致・景観と調和して新しい景
観を形成すると認められる場合
は、次の基準適用を除外する。
①　当該風力発電施設が主要な
展望地から展望する場合の著し
い妨げにならないものであること。
②　当該風力発電施設が山稜線
を分断する等眺望の対象に著し
い支障を及ぼすものでないこと。

本県では、平成22年度の温室効果ガス排出量を平
成2年度から６％削減することを目標として地球温暖
化対策を進めており、その対策のひとつとして、風力
発電の出力を現在の5700kWから平成22年度までに
10万kWまで増やす計画である。
このため、よい風の条件の得られる自然公園区域に
おいて、大規模風力発電施設の設置を促進する。
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1
3
2
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1
6
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バイオマス発電に間
伐材等を利用する場
合における、廃棄物処
理法の規制緩和

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第７条第１
項、同法施
行規則第２
条４項

広域認定制度は、製品の
製造事業者等がその廃棄
物の処理を広域的に行う
ことによって、廃棄物の減
量その他適正な処理の確
保に資すると認められる
場合に認定される。

Ｃ

　一般廃棄物の収集運搬業の許可を与えるかどうかは、処理
責任を有する市町村が、当該廃棄物の排出抑制・リサイクル
を含めた適正処理による生活環境保全との関係や市町村の
一般廃棄物処理計画に照らし適切かどうかという観点から決
すべきものとして、市町村に委ねられているところである。
　一方、廃棄物処理法施行規則第二条第四号の広域収集一
般廃棄物の環境大臣の指定制度は、全国的に、市町村による
処理がおよそ想定されない一般廃棄物を対象とし、製造者、
販売者による回収システムを前提とした制度（現在、自動車及
び原付バイク並びにディーラー等を指定）である。そのため、
市町村におけるエネルギー回収や処理が可能な木くずを本制
度の対象とすることは適当でない。
　県による調整の下、山間地域で発生する一般廃棄物系木く
ずの収集運搬について、県下の全市町村のＮＰＯ等へ委託さ
せることは、現行制度においても十分に可能であり、適切な方
法であると考える。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。
　また、地球温暖化対策
やリサイクルの推進のた
め、市町村域を越えて広
域的に扱われる一般廃
棄物の収集・運搬に関
し、少なくとも業の許可手
続きの負担を軽減できな
いか検討し回答された
い。

　広域収集一般廃棄物に係る環境大臣の指
定制度の趣旨は理解するが、山林に放置され
る一般廃棄物としての林地残材の適正処理や
減量化は、中山間地域における喫緊の課題と
なっている。これらの廃棄物としての適正処理
や減量化を促進するため、バイオマス利活用
を目的とした製材事業者、林業者団体やNPO
等の連携による適切な回収システムを有する
場合には、地域特性に応じた独自性や活力を
最大限に発現させるため、広域収集一般廃棄
物に係る指定権限を知事に移譲すべきであ
る。

Ｃ

　前回回答で述べたとおり、一般廃棄物については、市町
村が、処理責任が課されているという立場から業許可につ
いて判断をするものであるから、地球温暖化対策やリサイ
クルの推進という観点であっても、市町村の許可を不要と
することは適当でない。
　また、市町村域を超えて広域的に扱われる一般廃棄物
の収集運搬に関する業の許可手続に係る負担軽減は、ま
さに御提案主体自らの調整の下、関係市町村が収集運搬
の委託を行い、又は許可に関する情報の共有による手続
の迅速化を図るなどにより、現行制度においても十分に可
能であると考える。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。
　また、広域的なリサ
イクルを効率的に推
進する必要があると
考えるが、リサイクル
推進を所管する貴省
としてどのように考え
ているのか明らかにさ
れたい。

　木屑については、市町村におけるエネルギー
回収や処理は可能であるが、林地に放置され
る残材や間伐材等はコスト面や収集運搬許可
手続の煩雑さなどから、処理の前提である収
集運搬がなされていないのが現状である。この
現状を踏まえ、地球温暖化防止やリサイクルを
促進するため、適切な一般廃棄物の収集運
搬・処理が担保される関係者間の回収システ
ムが存する場合には、環境大臣の指定制度に
類似する指定権限を知事に移譲すべきであ
る。

Ｃ

　御提案内容については、前回及び前々回回答で述べた
とおり、これを認めることは困難である。
　なお、環境省においては、バイオマスの利活用につい
て、例えば、「生ごみ等の３Ｒ・処理に関する検討会」にお
いて検討を行うなどしているところであり、リサイクルの推
進という観点からも、引き続き、このような取組を行ってい
く必要があるものと考えている。

1
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2
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間伐材等のバイオマス資源の収
集又は運搬が、バイオマスの総合
的な利活用に係る県の実施計画
に適合する場合には、一般廃棄
物処理業許可の適用除外事項で
ある広域収集運搬一般廃棄物及
び当該廃棄物の収集又は運搬を
行う者（営利を目的としない者）に
係る環境大臣の指定権限を県知
事に移譲し、間伐材等に係る一般
廃棄物の許可を不要とする。

バイオマス資源の利活用を促進し、地球温暖化対策
や循環型社会の構築を推進する。具体的には、間伐
材等の一般廃棄物系バイオマス資源の利活用を促
進するため、一般廃棄物処理業許可の適用除外事
項である広域収集運搬一般廃棄物及び当該廃棄物
の収集又は運搬を行う者に係る環境大臣の指定権
限を県知事に移譲する。これにより、経済的・時間的
コストを要する許可の取得が不要となり、市町域を超
える広域的移動による効率的なバイオス資源の集積
促進やNPO法人等の幅広いセクターの参画が期待さ
れ、収集運搬に係るコストの逓減化が図れる。

兵庫県 環境省
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13 環境省 非予算（特区・地域再生 再々検討要請回答）

管理
コード

具体的事業を実現す
るために必要な措置

(事項名)
該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

提案
事項
管理
番号

措置の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案主体名
制度の所管・
関係官庁

1
3
2
0
1
7
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バイオマス発電に間
伐材等を利用する場
合における、廃棄物処
理法の規制緩和

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律第８条第１
項、同法施
行規則第５
条１項

一般廃棄物のリサイクル
についても、廃棄物処理
法に則り、リサイクルを行
う必要がある。

Ｃ

廃棄物はぞんざいに扱われ、それが原因で環境保全上の支
障を生じる可能性を常に有しており、こうした可能性は再利
用・再資源化が可能であることによって否定されるものでない
ため、収集運搬又は処分に係る基準、施設設置に係る基準及
び業許可に係る基準による制度的な管理下に置くことが必要
である。
御提案にある「前処理施設」についても、廃棄物処理法施行
令第５条第１項に定める一般廃棄物処理施設に該当する施設
であれば、このような観点から、許可を必要とすることが適当
である。
　また御要望の内容については、県において、地域の特性、事
業の形態等を踏まえ、必要な生活環境保全上の条件を考慮し
て移動式の木くずの切断、剪断設備の設置を許可すれば足り
るものと考える。

右提案主体からの意見
を踏まえ、産業廃棄物を
処理する移動式がれき
類等破砕施設は、当分
の間設置許可が不要と
なっていることから、一般
廃棄物を処理する同様
の施設についても許可不
要もしくは許可手続きの
負担を軽減できないか再
度検討し回答されたい。

　間伐材等の一般廃棄物系バイオマスの移動
式前処理施設は、処理対象物の局在的な賦
存から、広域的な移動及び箇所当たり短期間
の設置となることが想定されるため、設置場所
ごとの設置許可の取得は、経済的・時間的に
事業者にとって大きな負担となる。
　設置場所の選定において、移動式施設の場
合能力・規模等から騒音、粉じん等の環境影
響範囲が比較的小さいこと、また、予測可能で
あることから、事業者が、環境影響上支障のな
い設置適地を判断することは容易であると考
えられる。
　廃棄物処理法施行令附則において、産業廃
棄物の木くず等の移動式破砕施設の設置につ
いては、当面の間許可を不要とされているとこ
ろであり、一般廃棄物の木くずについても同様
の対応が望まれている。

Ｃ

事業者が設置する移動式がれき類等破砕施設は、本
来、生活環境の保全という廃棄物処理法の目的から産業
廃棄物処理施設として規制の対象とすべきものである。当
該施設について当分の間設置許可が不要とされているの
は、がれき類等の破砕施設が新たに許可を要する産業廃
棄物の処理施設として追加された際に、経過措置として規
制が猶予されたものであって、あくまでも暫定的に認めら
れているものに過ぎない。
したがって、生活環境の保全の観点から、御提案にある
「前処理施設」について、許可不要とすることはできない。
なお、前回回答にもあるとおり、御要望の内容について
は、現行制度においても、県の裁量により、移動式施設の
特性を考慮した合理的な許可手続が可能となっている。

右提案主体からの
再意見を踏まえ、検
討し回答されたい。

　伐採木等は、生育場所で適切な自然還元利
用、森林保全に供することが従来から行われ
ている。厚生省通知でも現地でチップ化し、生
活環境上支障のない法面保護材等への利用
は、廃棄物として規制する必要がないものとさ
れている。
　本提案も生育場所近隣で前処理を行うことを
前提としており、事業者が生活環境上支障の
ない設置適地を選定することは容易であり、生
活環境保全上特段の懸念はないと考える。
　県の裁量で合理的な許可手続きが可能であ
ることは認識するが、設置場所ごとの許可取
得は、経済的に事業者にとって大きな負担とな
り、利活用の推進を阻害している。

Ｃ

御提案にある「前処理施設」については、廃棄物である
木くずの処理を行う以上、前回及び前々回回答で述べた
とおり、生活環境の保全という観点から、施設設置許可
の対象とするのが適当である。
また、移動式施設に関する施設設置の許可手続に係る
事業者の負担については、前回及び前々回回答で述べ
たとおり、まさに御提案主体自らの裁量で軽減することが
可能である。

1
1
2
2
0
9
0

間伐材等の一般廃棄物系バイオ
マスの効率的な集積を図るため、
発生場所における切断・剪断等の
前処理施設の設置に係る一般廃
棄物処理施設設置許可の取得を
不要とする。

間伐材等の一般廃棄物系バイオマスの切断・剪断等
を行う前処理施設の設置許可を不要とすることで、そ
の設置を容易なものとすることにより、許可の取得に
要する経済的・時間的コストが不要となることから、
効率的な運搬・集積が促進されるため、処理コストの
低減が図られる。
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1
3
2
0
1
8
0

一酸化炭素の濃度を
用いることが適当でな
い炉の追加認定につ
いて

廃棄物の処
理及び清掃
に関する法
律施行規則
第４条の５第
１項第２号ル

廃棄物焼却施設の維持
管理の技術上の基準とし
てダイオキシン類の維持
管理の指標として一酸化
炭素濃度が定められてい
る。また、ダイオキシン類
の維持管理の指標として
一酸化炭素濃度を用いる
ことが適当でないものとし
て、セメントの製造の用に
供する焼成炉等を定めて
いる。

Ｃ

　廃棄物の焼却は、一般にその負荷変動が大きいことから、
燃焼が不安定であり、適切な管理が必要とされるものである。
一酸化炭素濃度の測定は、適切な燃焼管理がなされているこ
との指標として用いているものであり、適切な燃焼管理がなさ
れていれば、ダイオキシン類の発生も少ないことが分かってい
る。また、ダイオキシン類の常時測定は困難であり、費用もか
かる。このような事情に鑑み、燃焼管理が適切になされている
ことの指標として、一酸化炭素濃度の連続測定及びその基準
を義務づけているものである。
　例外規定は、一定の規格品を生産する設備であるセメント焼
成炉等のように、そもそも負荷変動が少なく、安定的な燃焼が
期待される施設に限定的に適用しているものであり、今回の
提案のような負荷変動が想定される施設は例外規定の対象と
はならない。

　右提案主体からの意見
を踏まえ、一酸化炭素濃
度に代え他の方法による
管理ができないか再度検
討し回答されたい。

　一酸化炭素濃度の測定は、燃焼管理により
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の発生抑制が主な目的と思われる
が、当社炉は、蒸気発生炉（廃棄物燃焼）と加
熱炉（石炭専焼）の2ｾﾙ一体型の特殊炉で、加
熱炉には燃料の石炭を投入するが、塩素が存
在しないためﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の発生はない。この
ようなｹｰｽでは、一酸化炭素濃度は適切な燃
焼管理の指標とは言い難い。TOX濃度におい
てもﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の発生抑制と燃焼管理が可能
と考えられ、当社のような特殊炉では、加熱炉
の一酸化炭素濃度の影響を受けないTOX濃
度の方が適していると思われる。一酸化炭素
濃度の代わりに、TOX計によるTOX濃度の連
続測定で代替できるよう検討いただきたい。

Ｃ

　現段階では、TOX濃度の測定による燃焼管理は実用的
にはクリアしなければならない事項も残されており、今後の
さらなる知見の集積が必要であると考えている。CO濃度
の連続測定は完全燃焼を担保するために必要であり、そ
の代替としてTOX濃度の測定を認めることはできない。な
お、３０分に１度の測定では連続測定とはいえない。

　右提案主体からの
再意見を踏まえ、構
造上特殊な炉に限
り、他の方法による管
理ができないか再度
検討し回答されたい。

　①CO濃度測定は、燃焼管理、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ濃度
の代替指標の観点から必要だが、CO100ppm
の基準は、焼却施設のみに適用されることか
ら、基準値は、ﾀﾞｲｵｷｼﾝの代替指標としての意
味合いが強いと思われる。②CO濃度の連続
測定・記録は引き続き行うが、当社炉の特殊
性（石炭専焼と一体の焼却炉）を考慮していた
だき、基準値は適用除外としていただきたい。
燃焼管理においては、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度測定を
１回/月に引き上げるとともに、TOX計による
TOX（低揮発性有機ﾊﾛｹﾞﾝ）濃度の測定で管理
することとしたい。(30分間の濃縮ﾃﾞｰﾀの連続
測定だが、当社炉ではCOよりﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度
との相関性が高い）。

Ｃ

　CO濃度の連続測定はリアルタイムで完全燃焼を担保
するために必要であり、その代替としてTOX濃度の測定
を認めることはできない。例外規定は、一定の規格品を
生産する設備であるセメント焼成炉等のように、そもそも
負荷変動が少なく、安定的な燃焼が期待される施設に限
定的に適用しているものであり、今回の提案のような負
荷変動が想定される施設は例外規定の対象とはならな
い。
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蒸気発生炉（廃棄物燃焼）と、加
熱炉（石炭専焼）の２セル一体型
の内部循環流動床廃棄物焼却炉
の炉についても、一酸化炭素の濃
度を用いることが適当でない炉と
して認定する。

ダイオキシン類の測定は費用・時間を要するため、代
替指標に一酸化炭素濃度の連続管理が義務付けら
れているが、煙突から排出される排ガス中のダイオ
キシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理
の指標として、一酸化炭素濃度を用いることが適当
でないと環境大臣が定める施設は、ダイオキシン類
の濃度を３ケ月に一回以上測定・記録することを条件
に適用除外の炉となっている。一酸化炭素濃度との
相関性が低い当社炉も、適用除外の炉に認定されれ
ば、一酸化炭素主体の管理から、ダイオキシン類濃
度の測定頻度を増やす管理となり、本来規制すべき
ダイオキシン基準により則った管理が可能となる。
（別紙あり）
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